
 

 

 

 

東海農業振興地域整備計画 
の変更案に関する縦覧図書 



様式第５ 

 

農業振興地域整備計画を変更する理由 

東 海 市   

第１ 農業振興地域整備計画変更の理由 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。以下「法」とい

う）に基づき、本市の自然的、経済的及び社会的諸条件を考慮して農業以外の土地利

用との調整を図りつつ農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域の整備に必

要な施策の推進に努めているところである。 

 今般、農業振興地域整備計画（農用地利用計画）について本市住民等からの要請が

あり、その内容を検討した結果、同法第１３条の規定により農業振興地域整備計画の

変更を行うこととした。 

 

第２ 変更の概要 

  １ 農用地利用計画 

     農用地区域への編入 なし 

    農用地区域の除外 
図面番号 所    在 除 外 の 理 由 

①  大田町松崎 

農業外の土地利用を希望する申出があ

り、法第１３条第２項各号の要件を満

たすと判断されるとともに、農業振興

地域整備計画の達成に与える影響が軽

微と見込まれるため。 

②  大田町天尾崎 

農業外の土地利用を希望する申出があ

り、法第１３条第２項各号の要件を満

たすと判断されるとともに、農業振興

地域整備計画の達成に与える影響が軽

微と見込まれるため。 

③  養父町正神 

農業外の土地利用を希望する申出があ

り、法第１３条第２項各号の要件を満

たすと判断されるとともに、農業振興

地域整備計画の達成に与える影響が軽

微と見込まれるため。 

  用途区分の変更 なし 



  ２ 農業生産基盤の整備開発計画 

本計画は変更しない。 

３ 農用地等の保全計画 

本計画は変更しない。 

４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促

進計画 

本計画は変更しない。 

５ 農業近代化施設の整備計画 

本計画は変更しない。 

６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

本計画は変更しない。 

７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

本計画は変更しない。 

８ 生活環境施設の整備計画 

本計画は変更しない。 
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